
         

 

 
  

  

                              

  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

利用者を当該団体の構成員に限らず、構成員のうち

常時２名以上が活動中に従事するとともに、地域の

方々との交流が図れるよう計画されている 

次のような活動が助成の対象になります 

 

子どもを地域社会全体で育て、支える仕組みづくりを促進するため、市内で地域と

一体となって親子が交流できる場の提供や相互保育などの子育て支援活動に自主的

に取り組む団体に、その活動に係る経費の一部を助成します。 

   こんな方・・・ 

    ・子育ても終わったし、近所の親子がゆっくりできる場を作りたい 

    ・子育て支援の運営支援がほしい、又はさらに回数を増やし充実させたい 

 

 

★1 子育て交流事業 
【対象】 

子育て OB、若者等で組織する団体が、就学前児童と保護者が広く交流できる場や異

世代交流の場を提供し、子育てに関する情報交換や相談などを行う事業 

原則として月２回以上継続的に実施 

 

★2 相互保育事業 

【対象】 

就学前児童を対象に、参加児童の保護者が当番制により合同で保育する事業 

原則として月２回以上継続的に実施 

 

●助成金活用例 

・居場所を立ち上げる際にかかる、１万円以上の物品を購入。 

・居場所で遊ぶためのおもちゃや絵本を購入。 

・クリスマス会など季節のイベントを開催して、その時の工作に使う消耗品を購入。 

 （完成品の材料費合計が２００円程度など、制限有り） 

・活動中の事故に備え加入する、ボランティア保険の保険料支払い。 

・水分補給のための飲料を購入（クッキング用の食材は不可）。 

 

★３その他の子育て支援事業 
【対象】 

上記★１★2 以外の団体が、概ね就学前児童を対象として、地域において創意工夫ある多

様な子育て支援活動（絵本の読み聞かせや、音楽活動など）を自主的に実施する事業 
 

●助成金活用例 

・団体構成員以外の人と交流できるイベントを開催するための講師謝礼、チラシ印刷。 

・イベントでクッキングをするときの材料費 

（※完成品の材料費合計が５００円以下など、制限有り） 
 

○○募募集集期期間間  

令令和和 55 年年（（22002233 年年））55 月月 11 日日（（月月））～～55 月月 2299 日日（（月月））  

○○助助成成対対象象事事業業実実施施期期間間  

令令和和 55 年年（（22002233 年年））44 月月 11 日日（（土土））～～令令和和 66 年年（（22002244 年年））33 月月 3311 日日（（日日）） 

子育て支援活動に取り組む団体に助成します
（宝塚市子育て支援グループ活動促進事業助成金 募集要項） 
 

１１団体募集 

１０団体募集 

助成対象団体の条件

等、詳細はこちらの 

二次元コードを読み取

り、ご確認ください。 

宝塚市 

ホームページ 



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

  

  

  

  

  

  

＜問い合わせ先＞ 

宝塚市子ども未来部子ども家庭室子ども家庭支援センター 

〒665-0867 宝塚市売布東の町 12番 8 号（フレミラ宝塚内） 

TEL 0797-85-3862 ・ FAX 0797-85-3886 

E-mail m-takarazuka0053@city.takarazuka.lg.jp 

○助成団体数及び助成金額 

★1 子育て交流事業、★2 相互保育事業 全体で 1１団体程度 

実施回数 1 団体あたり上限額 

原則月 2 回以上 １０万円 

 

※★１子育て交流事業 新規立上げ団体の場合 

（新規立上げ団体のみ、上限に１0万円を加算するため、以下のとおりとします） 

実施回数 1 団体あたり上限額（加算１0 万円を含む） 

原則月 2 回以上 2０万円 
※ 団体数は予算の範囲内で決定 

※ 参加者から利用料金を得て事業を実施した場合は、事業に要した経費から利用料収入を差し引いた

額が補助対象（千円未満は切り捨て） 

※ 国、県、市、民間の助成団体等から助成金の交付を受けている経費の額は対象外 

※ 新規立上げ団体については、翌年度も事業を継続することが必要 

 （事業を継続しなかった場合は、事由のいかんを問わず返還の対象） 

 

 ★３その他の子育て支援事業 1０団体程度 1 団体あたり上限額３万円 

※★３の令和５年度募集団体数は２0 団体で、９月頃にも再募集する予定です。 

助成の内容・金額 

○提出書類 

① 助成金交付申請書（様式第１号） 

② 事業計画書（様式第１号 別紙１） 

③ 収支予算書（様式第１号 別紙２） 

④ 団体調書及び団体構成員（スタッフ）名簿（様式第１号 別紙３） 

⑤ 団体規約（定款又は会則の写し）（様式の指定無し） 

※①～④の様式は、子ども家庭支援センター、市役所２階市民相談課、 

各サービスセンター・サービスステーション、公民館、 

男女共同参画センター、各児童館・子ども館に配置しています。 

また、市ホームページからもダウンロードできます。  

○応募方法 

 

所定の書類等を下記の問い合わせ先まで、持参または郵

送により提出してください。 

持参の場合は、書類の確認と面談をさせていただきま 

す。郵送の場合、郵送された書類を確認の上、面談の代わ

りに電話でお尋ねします。 

※受付時間：月～金曜日 9 時～17時 30 分 

（ただし、祝日を除く） 

※持参の場合は、必ず事前に上記時間内に電話で連絡を

してください。 

○決定 

書類審査及び面談

の上、助成の可否及

び助成金額を決定し

ます。 

※決定は６月下旬頃

を予定 


